
重要事項に係る調査報告書ご依頼者様 各位

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く

御礼申し上げます。

 さて、重要事項に係る調査報告書につきまして、弊社 サムティプロパティマネジメント

株式会社は発行手数料に関する請求書・領収書発行は行っておりません。

発行手数料の振込明細書をもって領収書に替えさせて頂いております。

 適格請求書の記載事項の要件を満たないものにつきましては、下記の通りとなりますの

で宜しくお願い申し上げます。

［1］適格請求書発行事業者の名称及び登録番号

名称 ：サムティプロパティマネジメント株式会社

登録番号：Ｔ5１２０００１１６７６６４

［2］取引年月日

振込明細書の振込日をご参照

［3］税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

  【適用税率：１０％】

・重要事項調査報告書    １２，０００円

・管理規約（写し）      ５，０００円

・⾧期修繕計画書（写し）   ２，０００円

・パンフレット（写し）     ２，０００円

・その他（写し）       ２，０００円

 【適用税率：８％】 ０円

［4］税率ごとに区分した消費税額等

・重要事項調査報告書     １，２００円

・管理規約（写し）          ５００円

・⾧期修繕計画書（写し）       ２００円

・パンフレット（写し）        ２００円

・その他（写し）           ２００円

記

以 上

サムティプロパティマネジメント株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目8番39号

S-BUILDING新大阪6F

重要事項に係る調査報告書に関する適格請求書補足資料

敬 具


